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糖尿病の診断及び一般的な患者教育が可能であること

（糖尿病専門医名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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求められる機能と内容

総合管理

食事療法、運動療法及び薬物療法による血糖コントロールが実施
可能であること

メタボリックシンドロームや歯周病治療に関する連携・指導が可能
であること

低血糖時の対処方法の指導が可能であること

専門治療、慢性合併症治療及び急性増悪時治療を行う医療機関
と診療情報や治療計画を共有するなどして連携していること

（糖尿病専門医名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

診療を行う医師は、現在の更新期間（3年間）において、岡山県と
岡山県医師会が定める研修会（総合管理医療機関認定・更新研
修会）を必ず１回受講すること。また、岡山県医師会認定生涯教
育講座のうち、日本医師会生涯教育カリキュラム（略称：ＣＣ）「76
糖尿病」と記載のあるもの、おかやまDMネットe-ラーニング、日本
糖尿病協会e-ラーニングを２回以上受講すること。
なお、日本糖尿病学会が認定する糖尿病専門医は、上記研修を
受講しているものとみなす。

糖尿病治療ガイド（日本糖尿病学会）に則した診療を行っているこ
と
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診療を行う医師は、岡山県と岡山県医師会が定める研修会(総合
管理医療機関認定・更新研修会)を1回以上受講すること。
（※研修会を受講したことが分かる資料を添付すること）。
ただし、日本糖尿病学会が認定する糖尿病専門医は当該研修を
受講しているものと見なす。


